


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



メッセージ 

 

 

 

変革の時代に向けて志を高く 

 

平成 29 年３月に策定した第２次村上市総

合計画では、本市が目指すべきまちの将来像

を「やさしさと輝きに満ちた笑顔のまち村

上」としながら、これまで市民の幸せや元気

が大きく広がるまちの実現に向けて取組を

進めてきたところです。 

しかし、この間にも人口減少や少子高齢化

の針は確実に進み、若い世代の転出に伴う人

材の不足や地域行事、消防団などの担い手不

足、空き家や空き地、耕作放棄地の増加など

が顕在化してきており、大きな課題となって

きています。これに加えて、本市では令和２年初頭から新型コロナウイルス

感染症の影響が広がりはじめ、今もなお市内産業や観光、地域行事などの様々

な分野で十分な活動ができない状況が続いております。 

他方、このような厳しい状況の中でも、ＳＤＧｓの理念に基づいた多様性

や持続可能性に向けた考え方の広がりとともに、脱炭素社会を目指した森林

の活用や再生可能エネルギーの利用に対するニーズの高まり、デジタル化に

伴う働き方改革の加速や社会システムの変化など、新しい考え方や技術が社

会や経済の変革を伴いながら急速に進んできています。このような新しい力

や時代の潮流を本市の新たな成長や発展につなげていくことを目指し、第３

次村上市総合計画を新たに策定し、まちづくりの設計図としながら力強くス

タートさせてまいります。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご提案をいただきました

村上市総合計画策定アドバイザーの藻谷浩介様をはじめ、村上市総合計画審

議会委員並びに調査にご協力いただきました事業所、市民の皆さまに対しま

して、心から感謝を申し上げますとともに、今後とも変わらぬお力添えを賜

りますようお願い申し上げます。 

 

 

       令和４年３月 

          村上市長  
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■村上市の木・花・鳥（平成 23年 1月 20日制定） 
 

 

市の木「ブナ」 

 

市内各地の高海抜地に広く分布

しています。水を貯める水源かん

養機能が高く、表土を安定させ自

然災害を防ぎ、自然環境を保全す

る大きな役割を果たしています。 

 

 

 

 

 

市の花「ハマナス」 

 

市内南部の海岸の一帯に群生す

るバラ科の植物で赤い花が咲き、

赤い実をつけます。本市とゆかり

のある皇后陛下雅子さまのお印と

もなっています。 

 

 

 

 

市の鳥「クマタカ」 

 

大型のタカで、成鳥では各部の

横斑、縦斑が黒っぽい色をしてお

り、幼鳥では斑紋が不鮮明で全体

に白っぽく見えます。市内では、

山間地の広葉樹林帯で見られるこ

とがあります。環境省の絶滅危惧

種に指定される貴重な動物です。 
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（１）計画の趣旨 

本市は、平成 20年４月１日に５市町村が合併し、翌年 12月に第１次村上市総合計

画を策定しました。第１次村上市総合計画では、「元気“ｅまち”村上市」をまちの将

来像として、各地域の元気づくりや活力のあるまちを目指して施策を講じてきました。

平成 29年３月には、第２次村上市総合計画を策定し、「やさしさと輝きに満ちた笑顔

のまち村上」をまちの将来像として、進行する少子高齢化に対応し、市民が活躍し協

働するまちづくりや、魅力ある産業づくりなどに努めてきたところです。 

この度、第２次村上市総合計画で取り組んできた政策や施策を基本としながら、人

口減少に起因する課題に対処し、社会変化の潮流や新しい力を本市の活力に取り入れ

るとともに、市民の幸福や本市の持続的成長につなげていくための羅針盤として、第

３次村上市総合計画を策定するものです。 

 

 

 

（２）位置づけ 

本計画は、本市が目指すまちの将来像に向かい、どのようにまちづくりをしていく

かという方針について、市民と共有し、協働して行動していくための計画であり、市

が定める各計画の基礎となるものです。 

また、本計画は市政運営における総合的かつ最上位の計画として位置づけるととも

に、本市が各種の計画を策定する際は、本計画との整合を図ることとします。 

 

 

  

図１ 総合計画の位置づけ 
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（１）計画の構成 

「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」の三層構造で構成します。 

 

■基本構想 

本市が目指すまちの将来像を定め、これを実現

するための方向性や政策方針を示しています。 

■基本計画 

基本構想に基づき、政策分野ごとに課題や方策

を明らかにし、主な施策を示したものです。 

■実施計画 

基本計画に基づき、主な施策に対応する各種事

業計画です。 

 

 

（２）計画期間 

第２次村上市総合計画と同様に計画期間を５年間として比較的短く設定し、計画終

了後は計画の全面にわたる見直しを行うことで、デジタル時代のスピードや社会の変

化に柔軟に対応できるようにします。 

 

令和４年度～令和８年度（５年間） 

 

 

 

（３）進捗管理と評価 

第３次村上市総合計画の進捗管理は、各施策に基づく事業の内容やその事業がもた

らす影響、指標などについて外部組織の意見を聞きながら毎年度実施します。効果的

かつ効率的な事業実施に向け、必要に応じて事業の見直しを図り、ＰＤＣＡサイクル

の確実な実行に努めます。 

また、第３次村上市総合計画全体の評価は、計画期間の終了年度に実施計画の毎年

度評価などを含め実施し、次期総合計画の策定の際に反映を図ります。  

図２ 総合計画の構成 
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我が国は、平成 20 年をピークに総人口が減少に転じ、全国的に人口減少・少子高

齢化が進行しています。本市では、特に山間部や海岸部の集落で人口減少が顕著であ

り、平成 27年（国勢調査）に 62,442人であった人口は、令和２年（国勢調査）には

57,418人と５年間で約 5,000人減少しました。主な理由として少子化のほか、進学や

就職に伴う若者の転出超過が主な要因と考えられます。近年、市内産業の人材不足や

町内など地域活動の担い手不足などが顕在化しており、このまま進行すると地域社会

への影響が更に大きくなることが懸念されています。また、高齢化が進む本市では、

高齢者が人口の約４割を占めており、今後、医療や介護など高齢者を支える費用等が

増加すれば、若い世代への負担が更に大きくなることも考えられます。こうした状況

を冷静に把握しながら、人口構造の変化に伴う様々な課題に対処していくとともに、

高齢世代をはじめ多様な人材が関わりながら、誰もがいきいきと活躍する地域社会を

つくる必要があります。 

昨今、全国各地で気象の急激な変化が多くなったと感じている人も多いのではない

でしょうか。地球温暖化が原因とみられる異常気象などにより、毎年甚大な自然災害

が全国各地で発生し、防災に関する意識は年々高まっています。本市は手つかずの自

然環境に恵まれ、その恩恵を受ける一方で、広大な市域に小さな集落が点在しており、

山間部や海岸部などの小さな集落では高齢化も進んでいることから、防災面では課題

が多い自治体であるといえます。このため、身近な地域の基礎的防災力を高めるとと

もに、日本海沿岸東北自動車道を活かした交通ネットワークの構築など、防災基盤の

強化に取り組む必要があります。 

また、災害とも言える新型コロナウイルス感染症が日本では令和２年初頭から発生

し、長期間にわたる流行は、市民生活や地域経済に大きな混乱と影響を及ぼしていま

す。新型コロナウイルスは、次々と変異株が発生することで、流行の波が幾度も押し

寄せ、生活や経済などあらゆる社会システムがこれまで経験したことのない対応を強

いられています。そうした中で、ニューノーマル（新しい生活様式）への対応が進み、

「ウィズコロナ」という考え方のもと、感染症対策を進めながら経済や社会の活動を

止めることなく動かしていこうという取組も行われています。 
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新型コロナウイルス感染症が及ぼした影響は、私たちの生活や雇用、社会の様々

なしくみに変化をもたらし、特にＩｏＴ※やＩＣＴ※などのデジタル技術※の活用が

急激に進んでいます。スマートフォンの普及から大きく進んだ情報通信技術の進展

や働き方改革※と相まって、デジタル技術※による社会の変革（デジタルトランスフ

ォーメーション）が起きており、新たな時代を大きく進展させる鍵となっています。

これまで人が移動しなければならなかったサービスは、デジタルツール※によって

様々なことが移動せずに行えるようになってきており、自宅にいながら授業を受け

る、オフィスにいかなくても会議や事務をする、データの活用によって農業を行う、

自動運転で工事が行われるなど、様々な分野でデジタル技術※が実用化されるように

なってきました。こうした技術は、広大な市域を持つ本市が市民にサービスを提供

するうえで大きな力になる可能性を秘めているほか、働き方や住まい、暮らしなど

を別々に考えることができるため、人材不足や担い手不足の状況を好転させる力と

なる可能性を持っています。 

また、昨今、世界的なＳＤＧｓ※への理解と認識が広がり、地方自治体としても持

続可能な活動や多様な人材の活躍を進め、将来にわたって持続的な成長を目指してい

くことが求められています。これと合わせて全世界で脱炭素に向けた取組が加速し、

エネルギーの分野などにおいては再生可能エネルギーの積極的な活用が進められて

きています。本市においても、令和３年６月にゼロカーボンシティ宣言を行い、脱炭

素社会※の実現に向けた積極的な取組を行うこととしており、本市と胎内市沖をエリ

アとした洋上風力発電や、森林資源の活用などが期待されています。 

今後、大きく変わっていく時代の変化に対応しながら、このような新たな流れや新

しい技術を本市の持続的な成長につなげていくことが今後大きく求められるととも

に、市内の企業や産業などを活かした地域の経済循環に取り込んでいくことが必要と

なっています。 
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（１）人口の推移と推計 

本市の総人口は、昭和 30年の 94,284人をピークに減少が進み、令和２年の国勢調

査では 57,418 人となっており、推計値を下回っています。年齢３区分別では、出生

数の減少や若い世代の転出に伴い、年少人口（０～14歳）と生産年齢人口（15～64歳）

は減少を続けており、老年人口（65歳～）は増加しています。 

令和２年に老年人口がピークとなり減少に転じることで、今後さらに人口減少が加

速し、令和 27年には令和２年の３分の２以下になると推計されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ 総人口・年齢３区分別人口の推移と推計 

資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所 

 

（２）年齢別男女別人口の現状と推計 

令和２年と令和 27 年の人口構成を人口ピラミッドとして表すと、令和２年は、子

どもと若年層の人口が少なく、全体的に逆三角形に近い形になっています。令和 27年

では、ほとんどの年代で人口が減少してピラミッド全体が細くなり、年齢３区分のう

ち老年人口（65歳～）が最も多くなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図４ 人口ピラミッド（令和２年） 図５ 人口ピラミッド（令和 27年）  

資料：国勢調査、国立社会保障・人口問題研究所 
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（３）主要産業の年齢階級別就業人口割合 

本市で就業者数の多い主な産業における年齢別の就業人口をみると、農業では約８

割が 50歳以上の就業者となっています。 

そのほか、建設業や運輸業・郵便業、卸売業・小売業など多くの業種で半数以上の

就業者が 50歳以上であり、産業の高齢化が進んでいることがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※産業（大分類）20項目のうち就業者数が多い 10項目を抜粋、( )は就業人口 

図６ 主要産業の年齢階級別就業人口割合（平成 27年） 

資料：国勢調査 
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10%
(142)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農業

建設業

製造業

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

サービス業

（他に分類されないもの）

15～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70歳以上

(2,581）

(3,675）

(5,790）

(1,263）

(4,327）

(1,630）

(1,122）

(1,088）

(3,782）

(1,426）
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村上の四季 


